
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
三
十
二
号

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
事
法
第
二
十
三

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
医
療
機
器
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
七
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八
百
二

１

非
静
注
イ
ン
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
ポ
ン

Ｔ
〇
六
〇
一

泌
尿
器
科
又
は
産
婦
人
科
の
診
療
に
お
い
て

十
六

プ

―
一

、
経
尿
道
的
又
は
経
膣
的
に
医
薬
品
及
び
溶

液
を
注
入
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
。


